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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
並
び
に
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
九
条
、
第
八
十
三
条
及
び
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
六
号
２
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
衛
生
特
別
教
育
規

程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
表
小
型
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
の
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
、
取
扱
い
及
び

作
業
方
法
に
関
す
る
知
識
の
項
中
「
二
時
間
」
を
「
二
・
五
時
間
」
に
改
め
、
同
表
小
型
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体

用
）
の
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識
の
項
中
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
」
の
下
に
「
、
鉄
骨
造
又
は
木
造

」
を
加
え
、
「
土
木
施
工
」
を
「
建
設
施
工
」
に
、
「
一
時
間
」
を
「
一
・
五
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表

小
型
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
の
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作
の
項
中
「
二
時
間
」
を
「
三
時
間
」
に
改
め
る
。



- 2-

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
三
下
欄
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
三
下
欄
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

省
告
示
第
百
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
六
号
１
」
に
改
め
、
第
七
号
中
「
第
六
号
の
」
を
「
第
六
号
１
に
掲
げ
る
」
に
改

め
、
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
及
び
同
表
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
六
号
２
に
掲
げ
る

建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号

イ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

能
開
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
、
能
開
法
規
則
別
表
第
二
の
訓

練
科
の
欄
に
定
め
る
機
械
整
備
系
建
設
機
械
整
備
科
又
は
揚
重
運
搬
機
械
運
転
系
建
設
機
械
運
転
科
の
訓
練

（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
（
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

。
）
を
修
了
し
た
者

ロ

能
開
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
、
能
開
法
規
則
別
表
第
四
の
訓

練
科
の
欄
に
掲
げ
る
建
設
機
械
整
備
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
（
厚
生
労

働
省
労
働
基
準
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者

（
車
両
系
建
設
機
械
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
三
条

車
両
系
建
設
機
械
構
造
規
格
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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る
。第

四
条
中
「
ブ
レ
ー
カ
」
を
「
解
体
用
機
械
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加

え
る
。

４

解
体
用
つ
か
み
機
（
次
項
の
特
定
解
体
用
機
械
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
ブ
ー
ム
及
び
ア
ー
ム
が
向

け
ら
れ
て
い
る
側
の
転
倒
支
点
に
お
け
る
安
定
モ
ー
メ
ン
ト
の
値
を
そ
の
転
倒
支
点
に
お
け
る
転
倒
モ
ー
メ
ン
ト

の
値
で
除
し
て
得
た
値
が
一
・
三
三
以
上
で
あ
る
前
方
安
定
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

ブ
ー
ム
及
び
ア
ー
ム
の
長
さ
の
合
計
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
解
体
用
機
械
（
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十

四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
特
定
解
体
用
機
械
」
と
い
う
。
）
は
、
ブ
ー
ム
及
び
ア
ー
ム
が
向
け
ら
れ
て
い
る
側
の

転
倒
支
点
に
お
け
る
安
定
モ
ー
メ
ン
ト
の
値
を
そ
の
転
倒
支
点
に
お
け
る
転
倒
モ
ー
メ
ン
ト
の
値
で
除
し
て
得
た

値
が
一
・
五
以
上
で
あ
る
前
方
安
定
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
前
方
安
定
度
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
項
第
一
号
中
「
後
方
安
定
」
と
あ
る
の
は
「
前
方
安
定
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
状
態
」
と
あ
る
の
は
「
状

態
（
解
体
用
つ
か
み
機
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
負
荷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
荷
重

を
か
け
た
状
態
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
ブ
レ
ー
カ
」
を
「
解
体
用
機
械
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
し
や
断
」
を
「
遮
断

」
に
改
め
る
。
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第
九
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
強
化
ガ
ラ
ス
」
を
「
安
全
ガ
ラ
ス
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

鉄
骨
切
断
機
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
砕
機
の
運
転
室
は
、
そ
の
前
面
に
、
物
体
の
飛
来
に
よ
る
危
険
を
防
止
す

る
た
め
の
設
備
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中
「
ブ
レ
ー
カ
」
を
「
解
体
用
機
械
」
に
、
「
は
さ
ま
れ
る
」
を
「
挟
ま
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
作
業
範
囲
を
超
え
た
と
き
の
自
動
停
止
装
置
等
）

第
十
三
条
の
二

特
定
解
体
用
機
械
（
作
業
範
囲
（
当
該
特
定
解
体
用
機
械
の
安
定
度
等
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
、

ブ
ー
ム
及
び
ア
ー
ム
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
範
囲
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
ブ
ー

ム
又
は
ア
ー
ム
が
操
作
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
作
業
範
囲
を
超
え
て
ブ
ー
ム
又
は
ア
ー
ム

が
操
作
さ
れ
た
と
き
に
、
起
伏
装
置
及
び
伸
縮
装
置
の
作
動
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
又
は
警
音
を
発
す
る

装
置
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
安
全
弁
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

油
圧
を
動
力
と
し
て
用
い
る
特
定
解
体
用
機
械
の
起
伏
装
置
及
び
伸
縮
装
置
は
、
当
該
油
圧
の
異
常
低
下
に
よ

る
ブ
ー
ム
及
び
ア
ー
ム
の
急
激
な
降
下
等
を
防
止
す
る
た
め
の
逆
止
め
弁
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
適
合
す
る
ブ
レ
ー
キ
（
人
力
に
よ
る
ブ
レ
ー
キ
を
除
く
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。
）
を
備
え
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
さ
れ
て
い
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
運
転
者
が
当
該
事
項
を
容
易
に
確
認
で
き
る
書
類
が

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
「
さ
れ
て
い
な

い
も
の
」
の
下
に
「
又
は
当
該
事
項
に
係
る
書
類
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「

も
の
」
の
下
に
「
又
は
運
転
者
が
当
該
事
項
を
容
易
に
確
認
で
き
る
書
類
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
加
え

、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
又
は
運
転
者
が
当
該
事
項
を
容
易
に
確

認
で
き
る
書
類
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
も
の
」

の
下
に
「
又
は
運
転
者
が
当
該
事
項
を
容
易
に
確
認
で
き
る
書
類
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項

を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
又
は
運
転
者
が
当
該
事
項
を
容
易
に
確
認
で
き
る
書
類

が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
を
有
す
る
車
両
系
建
設
機
械
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
運
転
者
の
見
や
す
い
位
置
に
当
該
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
及
び
装
着
す

る
こ
と
が
で
き
る
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
運
転
者
が
当
該
事
項
を
容
易
に
確
認

で
き
る
書
類
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
規
程
（
平
成
二
年
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
、
取
扱
い
及
び
作
業
方
法
に
関
す
る
知
識
の
項
中
「
四
時
間
」

を
「
五
時
間
」
に
改
め
、
同
表
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識
の
項
中
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
」
の
下
に

「
、
鉄
骨
造
又
は
木
造
」
を
加
え
、
「
土
木
施
工
」
を
「
建
設
施
工
」
に
、
「
二
時
間
」
を
「
三
時
間
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
の
表
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作
の
項
中
「
四
時
間
」
を
「
五
時
間
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
中
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
建

設
機
械
施
工
技
術
検
定
の
う
ち
、
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
実
地
試
験
に
お
い
て
ト
ラ
ク
タ
ー
系
建
設
機

械
操
作
施
工
法
若
し
く
は
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
っ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
八
百
六
十
号
に
定
め
ら
れ
た
第
四
種
か
ら
第
六
種
ま
で
の
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に

合
格
し
た
者
の
項
を
削
る
。

第
四
条
中
「
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「
（
次
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
前
二
条
」
を
「
第
二
条

」
に
改
め
、
同
条
の
表
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
、
取
扱
い
及
び
作
業
方
法
に
関
す
る
知
識
の
項
中
「
一
時
間
」

を
「
二
時
間
」
に
改
め
、
同
表
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識
の
項
中
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
」
の
下
に

「
、
鉄
骨
造
又
は
木
造
」
を
加
え
、
「
土
木
施
工
」
を
「
建
設
施
工
」
に
改
め
、
同
表
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作

の
項
中
「
一
時
間
」
を
「
二
時
間
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
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技
術
検
定
（
次
項
に
お
い
て
「
建
設
機
械
施
工
技
術
検
定
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し

た
者
で
実
地
試
験
に
お
い
て
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
昭

和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
八
百
六
十
号
（
次
項
に
お
い
て
「
建
設
省
告
示
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
第
二

種
の
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
技
能
講
習
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
当
該
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

講

習

科

目

範

囲

講
習
時
間

作
業
に
関
す
る
装
置

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
の
種
類
及
び
用
途

作
業
装
置
及
び

一
時
間

の
構
造
、
取
扱
い
及

作
業
に
関
す
る
附
属
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法

車
両
系
建

び
作
業
方
法
に
関
す

設
機
械
（
解
体
用
）
に
よ
る
一
般
的
作
業
方
法

る
知
識

運
転
に
必
要
な
一
般

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
の
運
転
に
必
要
な
力
学

コ
ン
ク
リ

三
十
分

的
事
項
に
関
す
る
知

ー
ト
造
、
鉄
骨
造
又
は
木
造
の
工
作
物
等
の
種
類
及
び
構
造

建
設

識

施
工
の
方
法

関
係
法
令

労
働
安
全
衛
生
法
、
令
及
び
安
衛
則
中
の
関
係
条
項

三
十
分

作
業
の
た
め
の
装
置

基
本
操
作

定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
る
基
本
施
工
及
び
応
用
施
工

一
時
間
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３

建
設
機
械
施
工
技
術
検
定
の
う
ち
、
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
実
地
試
験
に
お
い
て
ト
ラ
ク
タ
ー
系

建
設
機
械
操
作
施
工
法
若
し
く
は
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
っ
た
も
の
又
は
二
級
の
技

術
検
定
で
建
設
省
告
示
に
定
め
ら
れ
た
第
四
種
か
ら
第
六
種
ま
で
の
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
に
対

す
る
技
能
講
習
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
し
、
当
該
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

講

習

科

目

範

囲

講
習
時
間

作
業
に
関
す
る
装
置

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
の
種
類
及
び
用
途

作
業
装
置
及
び

五
時
間

の
構
造
、
取
扱
い
及

作
業
に
関
す
る
附
属
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法

車
両
系
建

び
作
業
方
法
に
関
す

設
機
械
（
解
体
用
）
に
よ
る
一
般
的
作
業
方
法

る
知
識

運
転
に
必
要
な
一
般

車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
の
運
転
に
必
要
な
力
学

コ
ン
ク
リ

三
十
分

的
事
項
に
関
す
る
知

ー
ト
造
、
鉄
骨
造
又
は
木
造
の
工
作
物
等
の
種
類
及
び
構
造

建
設

識

施
工
の
方
法

関
係
法
令

労
働
安
全
衛
生
法
、
令
及
び
安
衛
則
中
の
関
係
条
項

三
十
分

作
業
の
た
め
の
装
置

基
本
操
作

定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
る
基
本
施
工
及
び
応
用
施
工

五
時
間
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附

則

（
適
用
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
別
教
育
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（

昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
七
第
六
号
１
に
掲
げ
る
機
械
の
運
転
の
業
務
に
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
別
教
育
を
受
け
た
者
を
就
か
せ
る
と
き

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
安
全
衛
生
特
別
教
育
規
程
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の

規
定
に
よ
る
特
別
教
育
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


